
労務費，原材料費，エネルギーコストの上昇分を取引価格に反映しない取引は，下請法上

の「買いたたき」に該当するおそれがあることを明確化するため，「下請代金支払遅延等防止

法に関する運用基準」を改正しました。併せて，公正取引委員会ＨＰ「下請法のＱ＆Ａ」も更新

しています。 

■ 下請法上の「買いたたき」の解釈の明確化


